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有
害
液
体
物
質
等
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
液
体
物
質
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

有
害
液
体
物
質
等
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
液
体
物
質
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
三
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の

環
境
省
令
で
定
め
る
液
体
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
液
体
物
質
と
す
る
。

環
境
省
令
で
定
め
る
液
体
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
液
体
物
質
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

陸
上
に
お
い
て
処
分
す
る
た
め
輸
送
す
る
目
的
で
船
舶
に
積
載
さ
れ
る
液
体
物

二

陸
上
に
お
い
て
処
分
す
る
た
め
輸
送
す
る
目
的
で
船
舶
に
積
載
さ
れ
る
液
体
物

質
（
船
舶
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
及
び
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に

質
（
船
舶
内
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
及
び
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
別
表
第
一
第
一
号
ホ

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
別
表
第
一
第
一
号
ニ

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）
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○

有
害
液
体
物
質
の
排
出
率
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
有
害
液
体
物
質
排
出
防
止
設
備
）

（
有
害
液
体
物
質
排
出
防
止
設
備
）

第
一
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」

第
一
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
七
第
一
号
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
の
欄
の
ハ
の
環
境

と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
九
第
二
号
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
の
欄
の
ハ
及
び
第

省
令
で
定
め
る
装
置
は
、
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引

三
号
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
の
欄
の
ハ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
装
置
は
、
海
洋

書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省

汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査

令
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
「
技
術
基
準
省
令
」
と
い
う
。

対
象
設
備
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令

）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
喫
水
線
下
排
出
装
置
（
以
下
「
喫
水
線
下
排
出

第
三
十
八
号
。
以
下
「
技
術
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定

装
置
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

す
る
喫
水
線
下
排
出
装
置
（
以
下
「
喫
水
線
下
排
出
装
置
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
排
出
率
）

（
排
出
率
）

第
二
条

令
別
表
第
一
の
七
第
一
号
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
の
欄
の
ハ
の
環
境
省

第
二
条

令
別
表
第
一
の
九
第
二
号
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
の
欄
の
ハ
及
び
第
三

令
で
定
め
る
排
出
率
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
排
出
率
と
す
る
。

号
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
の
欄
の
ハ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
排
出
率
は
、
次
の

式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
排
出
率
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
府
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

１

こ
の
府
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
五
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
定
め
る
日
（
昭

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
五
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
定
め
る
日

和
六
十
二
年
四
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
六
十
二
年
四
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

（
削
除
）

２

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
以
下
「
改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
の
表
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基

準
の
欄
の
ハ
の
総
理
府
令
で
定
め
る
装
置
は
、
喫
水
線
下
排
出
装
置
と
す
る
。

（
削
除
）

３

改
正
政
令
附
則
第
三
項
の
表
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
の
欄
の
ハ
の
総
理
府
令

で
定
め
る
排
出
率
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
排
出
率
又
は
第
二
条
に
規
定
す

る
排
出
率
の
う
ち
い
ず
れ
か
小
さ
い
も
の
と
す
る
。
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こ
の
式
に
お
い
て
、

、
Ｋ
、
Ｖ
、
Ｌ
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も

Qd

Cs

の
と
す
る
。

排
出
率
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
時
）

QdＫ

一
（
二
個
の
喫
水
線
下
排
出
口
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
・
五

）
Ｖ

排
出
中
の
船
舶
の
速
力
（
単
位

ノ
ッ
ト
）

Ｌ

船
の
長
さ
（
満
水
喫
水
線
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
船
の
長
さ
を
い
う
。
）

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

排
出
す
る
有
害
液
体
物
質
に
含
ま
れ
る
令
別
表
第
一
第
二
号
に
掲
げ
る
Ｂ
類

Cs
物
質
等
が
混
和
性
物
質
（
洗
浄
水
温
度
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
割
合
で
水
に
溶
解

す
る
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
次
の
式
に
よ
り

算
出
さ
れ
た
値
、
混
和
性
物
質
以
外
の
物
質
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一

こ
の
式
に
お
い
て
、
ｎ
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Vr

ｎ

排
出
す
る
有
害
液
体
物
質
の
輸
送
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
貨
物
艙
の
数

そ
う

排
出
す
る
有
害
液
体
物
質
の
容
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
）

Vr

（
削
除
）

４

改
正
政
令
附
則
第
三
項
の
表
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
の
欄
の
ニ
の
総
理
府
令

で
定
め
る
装
置
は
、
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省

令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
号
）
附
則
第
四

条
第
二
項
に
規
定
す
る
残
留
物
排
出
記
録
装
置
と
す
る
。
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○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
未
査
定
液
体
物
質
の
査
定
に
関
す
る
省
令

（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
五
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
未
査
定
液
体
物
質
の
査
定
）

（
未
査
定
液
体
物
質
の
査
定
）

第
一
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
六
第
三
項
の

第
一
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
六
第
三
項
の

査
定
（
次
条
に
お
い
て
「
査
定
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
九
条
の
六
第
二
項
の
届

査
定
（
次
条
に
お
い
て
「
査
定
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
九
条
の
六
第
二
項
の
届

出
に
係
る
未
査
定
液
体
物
質
が
次
に
掲
げ
る
物
質
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
判
定

出
に
係
る
未
査
定
液
体
物
質
が
次
に
掲
げ
る
物
質
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
判
定

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る

一

海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別

法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別

表
第
一
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
Ｘ
類
物
質
と
同
程
度
に
有
害
で
あ
る
物
質

表
第
一
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
Ａ
類
物
質
と
同
程
度
に
有
害
で
あ
る
物
質

二

海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
令
別
表
第
一
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
Ｙ
類
物
質
と

二

海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
令
別
表
第
一
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
Ｂ
類
物
質
と

同
程
度
に
有
害
で
あ
る
物
質

同
程
度
に
有
害
で
あ
る
物
質

三

海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
令
別
表
第
一
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
Ｚ
類
物
質
と

三

海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
令
別
表
第
一
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
Ｃ
類
物
質
と

同
程
度
に
有
害
で
あ
る
物
質

同
程
度
に
有
害
で
あ
る
物
質

（
削
除
）

四

海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
令
別
表
第
一
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
Ｄ
類
物
質
と

同
程
度
に
有
害
で
あ
る
物
質

四

海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
な
い
物
質

五

海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
令
別
表
第
一
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号

イ
又
は
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
物
質
の
い
ず
れ
の
も
の
と
も
同
程
度
に
は
有
害
で
な

い
物
質
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○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一
第
一
号
の
Ａ
類
物
質
等
に
該
当
す
る
混
合
物
の
基
準
を
定
め
る
省
令

（
平
成
二
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一
第
一
号
の
Ａ
類

［
廃
止
］

物
質
等
に
該
当
す
る
混
合
物
の
基
準
を
定
め
る
省
令

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う

。
）
別
表
第
一
第
一
号
ハ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

令
別
表
第
一
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
物
質
の
う
ち
環
境
大
臣
の
指
定
す
る

も
の
の
濃
度
の
合
計
が
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
数
の
合
計
が
一
万
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

令
別
表
第
一
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
物
質
の
濃
度
の
合
計
を
重
量
パ
ー

セ
ン
ト
で
表
し
た
数
に
千
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
数

ロ

令
別
表
第
一
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
物
質
の
濃
度
の
合
計
を
重
量
パ
ー

セ
ン
ト
で
表
し
た
数
に
百
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
数

ハ

令
別
表
第
一
第
三
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
物
質
の
濃
度
の
合
計
を
重
量
パ
ー

セ
ン
ト
で
表
し
た
数
に
十
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
数

ニ

令
別
表
第
一
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
物
質
の
濃
度
の
合
計
を
重
量
パ
ー

セ
ン
ト
で
表
し
た
数
に
一
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
数
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○

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項
の
表
の
第
四
号
に
規
定
す
る
粉
砕
装
置

の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
八
年
総
理
府
令
第
三
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の

適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項
の
表
の
第
三
号
に
規
定
す
る
粉
砕
装

適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項
の
表
の
第
四
号
に
規
定
す
る
粉
砕
装

置
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令

置
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等

の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項
の
表
の
第
三
号
下
欄
ロ
の
粉
砕
装

の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項
の
表
の
第
四
号
下
欄
ロ
の
粉
砕
装

置
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

置
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）


